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相続税と注目の非上場株式の物納相続税と注目の非上場株式の物納相続税と注目の非上場株式の物納相続税と注目の非上場株式の物納    
    

    

    相続税の納税は、一括して現金納付ができない場合に、延納制度と物納制度があります。相続税の納税は、一括して現金納付ができない場合に、延納制度と物納制度があります。相続税の納税は、一括して現金納付ができない場合に、延納制度と物納制度があります。相続税の納税は、一括して現金納付ができない場合に、延納制度と物納制度があります。    

    一旦、延納制度を選択した場合には、物納制度への変更は認められません。一旦、延納制度を選択した場合には、物納制度への変更は認められません。一旦、延納制度を選択した場合には、物納制度への変更は認められません。一旦、延納制度を選択した場合には、物納制度への変更は認められません。    

    

１．１．１．１．    制度の概要制度の概要制度の概要制度の概要    

延納制度延納制度延納制度延納制度    相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況を含めて「一括現金納付が困難な相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況を含めて「一括現金納付が困難な相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況を含めて「一括現金納付が困難な相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況を含めて「一括現金納付が困難な

資産構成」で担保提供が可能な場合、分割納付が認められる資産構成」で担保提供が可能な場合、分割納付が認められる資産構成」で担保提供が可能な場合、分割納付が認められる資産構成」で担保提供が可能な場合、分割納付が認められる    

物納制度物納制度物納制度物納制度    相続財産と相続以外の相続人の現金相続財産と相続以外の相続人の現金相続財産と相続以外の相続人の現金相続財産と相続以外の相続人の現金資産の状況や将来確実な収入を勘案しても資産の状況や将来確実な収入を勘案しても資産の状況や将来確実な収入を勘案しても資産の状況や将来確実な収入を勘案しても

「延納することが困難」である場合に限り、相続税評価額で現物納付ができる「延納することが困難」である場合に限り、相続税評価額で現物納付ができる「延納することが困難」である場合に限り、相続税評価額で現物納付ができる「延納することが困難」である場合に限り、相続税評価額で現物納付ができる    

    

２．２．２．２．    物納にあてられる相続財産の順位物納にあてられる相続財産の順位物納にあてられる相続財産の順位物納にあてられる相続財産の順位    

第第第第 1111 順位順位順位順位    国債、地方債、不動産、船舶国債、地方債、不動産、船舶国債、地方債、不動産、船舶国債、地方債、不動産、船舶    

第第第第 2222 順位順位順位順位    社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券    

第第第第 3333 順位順位順位順位    動産動産動産動産    

    

３．３．３．３．    拡充された非上場株式の物納制度拡充された非上場株式の物納制度拡充された非上場株式の物納制度拡充された非上場株式の物納制度    

非上場株式の物納は、相続財産中の非上場株式のウエイトが高い場合に認められます。非上場株式の物納は、相続財産中の非上場株式のウエイトが高い場合に認められます。非上場株式の物納は、相続財産中の非上場株式のウエイトが高い場合に認められます。非上場株式の物納は、相続財産中の非上場株式のウエイトが高い場合に認められます。    

非上場株式の物納が認められるのは、株式の譲渡制限が解除可能で、かつ、下記Ａまたは非上場株式の物納が認められるのは、株式の譲渡制限が解除可能で、かつ、下記Ａまたは非上場株式の物納が認められるのは、株式の譲渡制限が解除可能で、かつ、下記Ａまたは非上場株式の物納が認められるのは、株式の譲渡制限が解除可能で、かつ、下記Ａまたは

Ｂいずれかに適合する場合です。Ｂいずれかに適合する場合です。Ｂいずれかに適合する場合です。Ｂいずれかに適合する場合です。    

ＡＡＡＡ    株式発行会社がつ株式発行会社がつ株式発行会社がつ株式発行会社がつぎの条件などを満たしていることぎの条件などを満たしていることぎの条件などを満たしていることぎの条件などを満たしていること    

(1)(1)(1)(1)    直近直近直近直近 2222 期の「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」のいずれか期の「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」のいずれか期の「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」のいずれか期の「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」のいずれか 2222

指標が、同業種の直近指標が、同業種の直近指標が、同業種の直近指標が、同業種の直近 2222 年度の平均比率超であること年度の平均比率超であること年度の平均比率超であること年度の平均比率超であること    

(2) (2) (2) (2) 直近直近直近直近 2222 期の税引後当期利益がプラスであり、配当可能利益があること期の税引後当期利益がプラスであり、配当可能利益があること期の税引後当期利益がプラスであり、配当可能利益があること期の税引後当期利益がプラスであり、配当可能利益があること    

(3) (3) (3) (3) 業務停止命令や国税犯則事件の告発等をうけていないこと業務停止命令や国税犯則事件の告発等をうけていないこと業務停止命令や国税犯則事件の告発等をうけていないこと業務停止命令や国税犯則事件の告発等をうけていないこと    

ＢＢＢＢ    申告者本人・主要株主・役員・発行会社など物納株式を買受ける「希望者」から買受け申告者本人・主要株主・役員・発行会社など物納株式を買受ける「希望者」から買受け申告者本人・主要株主・役員・発行会社など物納株式を買受ける「希望者」から買受け申告者本人・主要株主・役員・発行会社など物納株式を買受ける「希望者」から買受け

届出書を提出すること届出書を提出すること届出書を提出すること届出書を提出すること    

    

    

    

１．１．１．１．    相続財産を物納した場合、譲渡所得は非課税です。相続財産を物納した場合、譲渡所得は非課税です。相続財産を物納した場合、譲渡所得は非課税です。相続財産を物納した場合、譲渡所得は非課税です。    

２．２．２．２．    昨年昨年昨年昨年 11111111 月の改正で、発行会社を買受け希望者とする月の改正で、発行会社を買受け希望者とする月の改正で、発行会社を買受け希望者とする月の改正で、発行会社を買受け希望者とすることが認められ、金庫株制度が利用可ことが認められ、金庫株制度が利用可ことが認められ、金庫株制度が利用可ことが認められ、金庫株制度が利用可

能となりました。能となりました。能となりました。能となりました。    

３．３．３．３．    物納した非上場株式を買い戻すときは、発行会社の大幅な財産変動など実情にそぐわない物納した非上場株式を買い戻すときは、発行会社の大幅な財産変動など実情にそぐわない物納した非上場株式を買い戻すときは、発行会社の大幅な財産変動など実情にそぐわない物納した非上場株式を買い戻すときは、発行会社の大幅な財産変動など実情にそぐわない

場合を除き、相続時と同じ評価方法で買い戻し時点の価額が算定されます。場合を除き、相続時と同じ評価方法で買い戻し時点の価額が算定されます。場合を除き、相続時と同じ評価方法で買い戻し時点の価額が算定されます。場合を除き、相続時と同じ評価方法で買い戻し時点の価額が算定されます。    

４．４．４．４．    有限会社の出資持分は、物納の対象になりません。有限会社の出資持分は、物納の対象になりません。有限会社の出資持分は、物納の対象になりません。有限会社の出資持分は、物納の対象になりません。    

    

＊情報提供：＊情報提供：＊情報提供：＊情報提供：Grant Thornton Grant Thornton Grant Thornton Grant Thornton ＡＳＧグループＡＳＧグループＡＳＧグループＡＳＧグループ    ＡＳＧマネジメントＡＳＧマネジメントＡＳＧマネジメントＡＳＧマネジメント    

お見逃しなく！お見逃しなく！お見逃しなく！お見逃しなく！  


